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『

鎌
倉
末

・
南
北
朝
期
に
於
け
る
石
清
水
別
当
家
領
庄
園

の

支
配
構
造
と
領
主
制
的
特
質

1

特
に
末
寺
宇
佐
彌
勒
寺
と
そ
の
寺
領
庄
園
を
題
材
に
し
て

、

は
じ

め

に

山

内

政

治

平
安
時
代
末
期
、
伊
勢
神
宮
と
並
ぶ

「
国
家
の
宗
廟
」
と
し
て
鳥
羽
天
皇
御
願
文
に
記
さ
れ
た
山
城
石
清
水
八
幡
宮
は
貞
観
元
年

(
八

五
九
)
の
創
建
以
来
、
平
安
京

の
裏
鬼
門
を
守
護
す
る

「
王
城
鎮
護
」

の
場
と
し
て
朝
廷
、
次
代
の
政
権
担
当
者

で
あ
る
武
家
、
特
に
八

幡
神
に
氏
神
的

て
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
源
氏
を
中
心
に
庇
護
を
受
け
、
そ
の
信
仰
を
尊

ぶ
伝
統
は
鎌
倉

・
(南
北
朝
期
を
含
む
)
室
町
時

代
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
。

当
然
、
日
本
古
代
、
中
世
史

に
於
け
る
石
清
水
八
幡
宮
の
研
究
は
、
現
在
ま
で
祭
祀

・
組
織
機
構

・
経
済
等
の
分
野
を
中
心
に
様

々
な

論
著
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
特

に
石
清
水
八
幡
宮
に
附
属
す
る
庄
園
は
、
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
(績
塁
書
類
従
完
成
會
、

一
九
九
七
年
第

二
版
)
を
参
考
に
計
算
す
る
と
、

五
十
二
ヵ
国

・
四
百
ヵ
所
以
上
に
な
り
、
そ
の
大
部
分
が
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
祀
機
構
の
上
位
に
位
置
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詔

す
る
祠
官
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
出
来
る
が
、
そ
の
支
配
形
態
に
関
し
て
明
確
に
述
べ
た
研
究
は
少
な
い
。

従

っ
て
、
本
論
文
で
は
そ
の
附
属
庄
園
の
顕
著
に
な
る
鎌
倉
末

・
南
北
朝
期
を
対
象
年
代
と
し
て
、
石
清
水
祠
官
家

の

一
つ
で
あ
る
善

法
寺
家
が
本
所
権
を
有
し
た
豊
前
宇
佐
彌
勒
寺
領
の
考
察
を
通
じ
て
石
清
水
八
幡
宮
領
庄
園
の
祠
官
家
に
よ
る
支

配
構
造
を
、
本
家

.
領

家

・
現
地
庄
園
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。

二
、
南
北
朝
期
に
於
け
る
八
幡
検
校
山
井
昇
清
の

「
尚
清
跡
」
回
復
運
動

本
章

で
は
本
家
側
の
動
向
と
し
て
南
北
朝
期

に
於
け
る
八
幡
検
校
山
井
昇
清
の

「尚
清
跡
」
回
復
運
動
を
取

り
上
げ
た
。
山
井
昇
清

(生
年
不
明
～
貞
治
元
年

〔
=
二
六
二
〕
)
は
善
法
寺
家
の
系
譜

の
人
物
で
あ
り
、
南
北
朝
期
に
父
通
清
と
共
に
戦
勝
祈
疇
を
媒
介
に
し

て
足
利
尊
氏

・
直
義

・
義
詮
に
協
力
し
、
妹
良
子
は
義
詮
の
室
と
し
て
三
代
将
軍
義
満
を
生
ん
で
い
る
。

古
来
よ
り
石
清
水
祠
官
が
宗
教
儀
礼
等
を
通
じ
て
政
治
権
力
者
に
接
近
し
て
自
己
の
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
強
い
が
、
通

清

・
昇
清
父
子
が
足
利
氏
に
接
触
し
た
目
的
は
通
清
の
父
尚
清
の
遺
領
、
「
尚
清
跡
」
と
呼
ば
れ
る
相
伝
庄
園
の
回
復
で
あ

っ
た
。
結
果
、

父
子
の
主
張
は
足
利
将
軍
家
を
通
じ
て
朝
廷
に
上
奏
さ
れ
、

一
部
庄
園
は
押
領
し
て
い
た
国
人
や
祠
官
等
か
ら
父
子

に
返
却
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
系
譜
上
で
は
尚
清
の
正
当
な
後
継
者
と
な
り
う
る
通
清
が
何
故

「尚
清
跡
」
に
執
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残

る
こ
と
に
な
る
。
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"

三
、

「尚
清
庭
分
状
」

に
み
る
鎌
倉
末
期
の
彌
勒
寺
検
校

(講
師
)
職
と
所
領
譲
与

前
章
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
本
章

で
は
、
先
代
の
当
主
が
所
有
す
る
所
職

・
庄
園
の
相
続
を
以
て
惣
領
職
を
相
承
す
る
と
い
う

祠
官
家

(善
法
寺
家
)
相
続
の
原
則
を
前
提
に
、
『
鎌
倉
遺
文
』
所
収
の

「
永
仁
庭
分
帳
」
(
永
仁
五

〔
一
二
九
六
〕
年
六
月
日
付
)
・
「
鷹

長
虜
分
状
」
(
鷹
長
元

〔
=
一=

一
〕
年
十

二
月
十
五
日
付
)
と
い
う
尚
清
が
作
成
し
た

二
通
の
祠
官
家
相
続
に
関
連
す
る
文
書
を
分
析

し
て
、
「永
仁
庭
分
帳
」
で
は
尚
清
が
所
有
す
る
所
職

・
庄
園
の
大
部
分
が
通
清

(宮

一
若
)
に
譲
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
後
の

「鷹
長
庭
分
状
」

で
は
弟
子
の
康
清
に
譲
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

結
果
、
尚
清

の
後
継
者
と
し
て
不
適
格
と
な

っ
た
通
清
が

「
尚
清
跡
」
回
復
を
踏
み
台
に
、
善
法
寺
家
惣
領
職
を
康
清
系
祠
官
か
ら
奪

取

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
推
察
出
来
る
。
加
え
て
、
「
永
仁
庭
分
帳
」

で
は
所
職

の
内
、
善
法
寺
家
相
伝
の
彌
勒
寺
正
八
幡
宮
検
校
職
は

分
割
さ
れ
、
通
清
が
彌
勒
寺
、
康
清
が
正
八
幡
宮

の
検
校
職
を
相
続
し
た
。

そ
し
て
、
相
続
問
題
か
ら
本
家
善
法
寺
家
が
分
裂
し
た
鎌
倉
末
期
は
、
領
家
で
あ
る
宇
佐
彌
勒
寺
の
機
構
に
も
大
き
な
変
革
が
起
こ
っ

た
時
期

で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
二
通
と
同
時
期
に
記
さ
れ
た

「尚
清
置
文
」
(永
仁
五
年
六
月
日
付
)
・

「
彌
勒
寺
権
別
當
方
祇

候
人
敷
定
書
」
(
元
鷹
元

〔
=
三

一〇
〕
年
八
月
日
付
。
い
ず
れ
も

『
鎌
倉
遺
文
』
所
収
)
に
登
場
す
る

「尚
名
」
「
尚
惇
」
等
を
筆
頭
と

す

る
石
清
水
公
文
職
を
代

々
世
襲
し
た
中
原
氏

一
族
が
彌
勒
寺
寺
務
職
と
し
て
現
地
に
下
向
し
た
こ
と
で
あ
る
。
〔下
向
後

の
中
原
氏
の

活
動
は
、
永
仁
六

(
一
二
九
八
)
年
か
ら
明
徳
二

(
=
二
九

一
)
年
ま
で
確
認
出
来
る
〕。

又
、
本
章

の
後
半
で
は
中
原
氏
個

々
の
活
動

に
関
し
て
検
証
す
る
と
共
に
こ
の
下
向
の
要
因
と
し
て
、
第

一
に
鎌
倉
前
期
か
ら
見
ら
れ

る
領
家
権
威

の
衰
退
、
第
二
に
宇
佐
彌
勒
寺

の
経
済
的
困
窮
、
第
三
に

「鷹
長
庭
分
状
」

に
よ
り
当
寺
領
庄
園
を
貴
重
な
経
済
的
基
盤
と
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即

し
た
通
清
系
善
法
寺
家
の
在
地
支
配
能
力

の
強
化
と
い
う
点
を
挙
げ
た
。

四
、
在
地
支
配
を
巡
る
善
法
寺
雑
掌
常
善
と
彌
勒
寺
所
司
の
対
立

本
章

で
は
南
北
朝
期
に
発
生
し
た
宇
佐
彌
勒
寺
領
豊
前
大
野
井

・
畠
原
下
崎
庄
の
支
配
を
巡
る
善
法
寺
雑
掌
と
彌
勒
寺
所
司
と
の
相
論

(本
論
で
は
発
生
年
代
か
ら

「
正
平
の
相
論
」
と
す
る
)
を
材
料
に
現
地
庄
園
か
ら
石
清
水
祠
官
家
の
支
配
を
考
察
し
た
。

こ
の

「
相
論
」
の
発
端
は
、
南
北
朝
期
九
州
に
於
い
て
勢
力
を
拡
大
し
た
懐
良
親
王
が
統
率
す
る
征
西
将
軍
府

の
給
人

(家
臣
)
が
両

庄
園
に
対
し
て
押
妨
を
働
き
、
正
平
二
十

(
一
三
六
五
)
年
十

二
月
、
庄
園
代
官
が
領
家
宇
佐
彌
勒
寺
を
経
由
せ
ず
本
家
善
法
寺
家
に
押

妨
停
止
を
直
訴
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。

給
人
の
押
妨
自
体
は
本
家
側
か
ら
南
朝
政
府
と
交
渉
の
結
果
、
翌
二
十

一
年
四
月
に
は
後
村
上
天
皇
の
輪
旨
発
給
で
終
息
に
傾
く
が
、

こ
の
事
件
を
契
機
に
善
法
寺
家
は
両
庄
園
の
直
接
支
配
を
意
図
す
る
よ
う
に
な
り
、
筑
前
博
多
の
最
福
寺
に
居
住
す
る
雑
掌
常
善
を
本
家

代
理
人
と
し
て
将
軍
府
に
両
荘
園
の
給
人
押
妨
か
ら
の
回
復
を
上
申
し
て
い
る
。

そ
し
て
押
妨
問
題
の
解
決
後
、
常
善
と
領
家
彌
勒
寺
の
間
で
両
庄
園
の
帰
属
権
を
巡

っ
て
相
論
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
合

戦

は
紆
余
曲
折
を
経
て
同
二
十
二
年
頃
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
相
論
で
は
証
拠
文
書
の
謀
書
行
為

・
押
妨
給
人
の
加
担

の

有
無
が
焦
点

に
な

っ
て
お
り
、
相
論
の
裁
定
結
果
を
示
す
文
書
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
領
家
側
が
優
勢
に
立

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

加
え
て
、
両
庄
園
は
彌
勒
寺
に
所
属
す
る
庄
園
で
あ
り
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
尚
清
法
印

「庭
分
状
」
の
文
中

に
は

「別
納
所
」
と
し

て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「別
納
所
」
と
は
本
家

の
直
接
支
配
の
色
彩
が
強
い
庄
園
を
示
す
が
、
右
の
よ
う
な
本
家
側
の
行
動
は
尚
清
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法
印
に
よ
る
両
庄
園
の

「別
納
所
」
設
定
に
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
総
括

以
上
、
本
稿

の
目
的
に
従

っ
て
分
析
を
行

っ
た
わ
け
だ
が
、
石
清
水
祠
官
善
法
寺
家
に
よ
る
宇
佐
彌
勒
寺
支
配

で
最
大
の
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
支
配
構
造
に
於
け
る
本
家
と
領
家

・
現
地
庄
園
の

「乖
離
」

で
あ
る
。
こ
の

「
乖
離
」
は
本
家
善
法
寺
家
が
山
城
、

領
家
宇
佐
彌
勒
寺
が
豊
前
に
所
在
す
る
と
い
う
地
理
的
要
因
か
ら
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
も
先
学
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
善
法
寺
家
の
所
領
拡
大

・
支
配
の
方
法
が
、
現
地
の
在
地
領
主
層
を
庄
官
、
又
は
末
寺
末
社

の
供
僧

・
神
官
に
再
編

成
し
て
現
地
を
支
配
さ
せ
、
本
家
自
体
が
直
接
在
地
支
配
を
実
施
す
る
機
会
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
が
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
、

鎌
倉
末
期
に
起
こ

っ
た
本
家
の

「
お
家
騒
動
」
は
両
家

・
現
地
庄
園
に
そ
の
権
威
低
下
を
露
呈
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
石
清
水
公
文
職
中
原
氏
の
彌
勒
寺
下
向
は
、
右
の
要
因
に
よ
り
領
家
を
経
由
し
た
遠
隔
地
庄
園
支
配
に
限
界
を
感
じ
た
本
家
側

(
"
通
清
系
善
法
寺
家
)
の
打
開
策
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
中
原
氏
は
同
寺
留
守
職
等
に
補
任
さ

れ
、
そ
の
発
給
文
書
に
署
名
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
流
で
豊
前
國
高
家
郷
時
枝
に
本
願
地
を
給
付
さ
れ
た
時
枝
氏
な
ど
は
同
地
域
の

在
地
領
主
に
転
向
し
、
南
北
朝

・
室
町
時
代
以
来
同
地
域
に
勢
力
を
有
し
た
守
護
大
名
の
大
内
氏
に
臣
従
し
て
い
る
。

石
清
水
八
幡
宮
に
於

い
て
実
務
官
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
中
原
氏
の
投
入
に
よ
る
善
法
寺
家
の
現
地
支
配
能
力
強
化

の
試
み
が

一
定
の
成

果
を
挙
げ
な
い
ま
ま
南
北
朝
期
に
入
る
と
、
善
法
寺
家
は
彌
勒
寺
が
所
管
す
る
庄
園
に
雑
掌
を
配
し
て
直
接
支
配
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
対
象
と
な

っ
た
の
が
、
尚
清
法
印
が

「別
納
所
」
を
設
置
し
た
豊
前
大
野
井

・
畠
原
下
崎
庄
で
あ
る
が
、

こ
の
計
画
は
領
家
側
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認

の
強
硬
な
抵
抗
を
招
き
頓
挫
し
て
い
る
。

以
後
、
本
家
石
清
水
祠
官
善
法
寺
家
と
領
家
宇
佐
彌
勒
寺

・
現
地
庄
園
と
の
支
配
構
造
上
の
乖
離
は
解
消
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
応
永
十

年

(
一
四
〇
三
)
八
月
に
は
宇
佐
官

・
彌
勒
寺
等
の
摂
末
社
を
含
め
た
祠
官

・
所
官

・
所
分
の

一
揆
起
請
に
よ
り
石
清
水

.
彌
勒
寺
の
本

末
関
係
は
断
絶
す
る
。

こ
の
よ
う
に
石
清
水
祠
官
善
法
寺
家

の
庄
園
支
配
構
造
を
本
家

・
領
家

・
現
地
庄
園
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
他
の
石
清

水
祠
官
家
や
九
州
地
方
に
同
様
な
庄
園
を
持

つ
諸
宗
寺
院
の
支
配
構
造
と
の
比
較
、
支
配
構
造
の
末
端
部
に
位
置
す

る
在
地
領
主
層
の
動

向
な
ど
、
今
後
追
求
す
べ
き
問
題
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
本
論
文
は
今
ま
で
不
明
確
で
あ

っ
た
石
清
水
八
幡
宮
領

の
支
配
構
造
を
解
明

す
る
試
金
石
と
な
る
研
究
と
し
た
い
。
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